
学びを通じた地域づくりの推進に関する調査研究協力者会議の設置について

平成２８年６月６日

生涯学習政策局長決定

１ 設置の趣旨

第２期教育振興基本計画の策定に際して，今後の社会教育行政等の推進の在り方等につ

いて取りまとめられた「第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」（中央

教育審議会生涯学習分科会（平成２５年１月））においては，社会教育の役割として学習活

動の成果を協働による地域づくりの実践に結び付けることなどを挙げ，様々な主体との連

携・協働を構築するための「社会教育行政の再構築」の実施が必要であることなどについ

て提言されている。

当該議論の整理においては，具体的な「社会教育行政の再構築」を推進するための環境

整備等の実施に関する課題が提示されており，今日，生涯学習分科会におけるこれまでの

議論を踏まえ，地域住民から信頼され，様々な主体と連携・協働した地域創生・地域課題

解決の推進のための取組がなされるよう，より具体的な社会教育制度の在り方等について

検討することなどが求められている。

上記のような内容について，専門的な見地から検討を行い，今後，中央教育審議会生涯

学習分科会等において議論すべき内容の論点整理を行うため，本会議を設置する。

２ 検討事項

（１）社会教育を取り巻く現代的課題等を整理した上で，学びを通じた地域づくりの観点か

ら，「社会教育行政の再構築」のために必要な社会教育行政や公民館等社会教育施設の在

り方等に関する論点整理

（２）その他学びを通じた地域づくり等に関して必要な論点整理

３ 実施方法

（１）別紙の委員の協力を得て，「２．検討事項」に掲げる事項について検討を行う。

（２）必要に応じて，別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。

４ 設置期間

本会議は，「２．検討事項」に係る検討が終了したときに廃止する。

５ その他

（１）本会議に関する庶務は，生涯学習政策局関係各課の協力の下，生涯学習政策局社会教

育課において行う。

（２）その他会議の運営に関する事項は，必要に応じ会議に諮って定める。
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